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業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

は
じ
め
に

一
　
業
務
提
携
と
独
占
禁
止
法

　
（
1
）
　
契
約
等
に
と
ど
ま
る
業
務
提
携

　
（
2
）
　
共
同
出
資
会
社
と
独
占
禁
止
法

　
（
3
）
　
諸
外
国
の
状
況

二
　
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
例

　
（
1
）
　
企
業
結
合
規
制
の
観
点
か
ら
の
運
用
例

　
（
2
）
　
三
条
後
段
の
観
点
か
ら
の
運
用
例

　
（
3
）
　
上
記
運
用
例
の
特
色
と
問
題
点

三
　
今
後
の
課
題

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　
企
業
が
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
業
界
再
編
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
業
務
提
携
」
を
行
う
事
例
が
近
年
多
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
業
務
提
携
は
、
以
前
か
ら
も
企
業
問
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
最
近
は
大
企
業
同
士
が
、
従
来
の
系

列
等
を
越
え
て
行
う
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
業
務
提
携
は
多
様
な
形
態
と
内
容
を
含
み
、
そ
の
定
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
通
常
、
同
業
種
又
は
異
業
種
の
独
立
事

業
者
同
士
が
、
共
通
の
目
的
の
た
め
に
行
う
共
同
事
業
を
指
し
、
そ
の
実
施
形
態
と
し
て
は
、
①
契
約
（
又
は
協
定
）
（
以
下
「
契
約

等
」
と
い
う
）
の
み
に
よ
る
　
②
契
約
等
に
基
づ
き
相
互
に
又
は
他
方
の
株
式
の
取
得
・
役
員
の
派
遣
等
を
行
う
　
③
契
約
等
に
基

づ
き
当
事
会
社
が
出
資
し
、
新
た
に
共
同
出
資
会
社
を
設
立
し
、
そ
こ
に
各
出
資
会
社
の
営
業
の
一
部
又
は
全
部
を
譲
渡
す
る
こ
と

に
よ
り
、
事
業
の
統
合
化
（
共
同
化
）
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
と
し
て
販
売
、

生
産
、
調
達
、
物
流
、
研
究
開
発
に
係
る
も
の
が
多
い
。

　
こ
う
し
た
業
務
提
携
は
、
契
約
等
に
よ
る
「
ゆ
る
い
形
」
の
も
の
か
ら
、
共
同
出
資
会
社
設
立
に
至
る
「
硬
い
形
」
に
至
る
ま
で

幅
が
あ
る
が
、
当
事
者
が
「
出
資
」
と
い
う
特
別
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
行
う
共
同
出
資
会
社
は
、
他
の
形
態
の
業
務
提
携
に
比
し
、

そ
の
性
格
も
大
き
く
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
適
用
は
主
と
し
て
三
条
（
カ
ル
テ
ル
規
制
）
と
四
章
（
企
業
結
合
規
制
）
と
に
依
る
が
、

両
者
は
と
も
に
競
争
の
実
質
的
制
限
を
要
件
と
し
、
そ
の
意
義
は
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
東
宝
・
ス
バ
ル
事
件
東
京
高
裁
判

決
（
東
高
判
昭
二
六
・
九
・
一
九
審
決
集
三
巻
一
六
六
頁
、
最
判
昭
二
九
・
五
・
二
五
民
集
八
巻
九
五
〇
頁
）
に
依
る
と
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

通
説
で
あ
り
、
公
取
委
の
運
用
も
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
．

　
こ
の
た
め
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
業
務
提
携
の
う
ち
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
者
同
士
に
よ
る
業
務
提
携
に
限
定
し
、
共
同
出
資
会
社
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を
中
心
に
独
占
禁
止
法
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
公
取
委
に
よ
る
最
近
の
運
用
例
に
つ
き
、
カ
ル
テ
ル
規
制
と
企
業
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

規
制
の
観
点
か
ら
の
差
異
を
検
討
し
、
共
同
出
資
会
社
に
つ
い
て
の
独
占
禁
止
法
の
課
題
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。

業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

（
1
）
矢
部
丈
太
郎
「
不
当
な
取
引
制
限
概
念
の
再
構
成
」
阪
大
法
学
五
〇
巻
五
号
（
平
成
二
↓
∵
一
二
一
二
）
七
〇
七
頁
。

　
　
前
記
東
宝
・
ス
バ
ル
事
件
東
京
高
裁
判
決
は
、
競
争
の
実
質
的
制
限
を
「
法
一
五
条
第
一
項
第
二
号
に
い
う
と
こ
ろ
の
競
争
の
実
質
的

制
限
（
第
二
条
第
三
項
『
私
的
独
占
』
、
第
四
項
『
不
当
な
取
引
制
限
』
等
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
）
と
は
、
…
…
競
争
自
体
が
減
少

　
し
て
、
特
定
の
事
業
者
ま
た
は
事
業
者
団
体
が
、
そ
の
意
思
で
、
あ
る
程
度
自
由
に
、
価
格
、
品
質
数
量
、
そ
の
他
各
般
の
条
件
を
左
右

　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
態
が
現
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
現
れ
よ
う
と
す
る
程
度
に
至
っ

　
て
い
る
状
態
」
と
し
た
。
本
件
は
企
業
結
合
（
営
業
譲
受
）
の
事
案
で
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
見
解
は
そ
の
後
の
カ
ル
テ
ル
事
件
等
に
も

踏
襲
さ
れ
て
き
た
。

（
2
）
　
独
占
禁
止
法
の
観
点
か
ら
の
業
務
提
携
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
と
し
て
は
、
一
九
八
二
年
の
東
京
経
済
法
研
究
会
に
よ
る
「
業
務
提

携
と
法
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
分
析
」
（
「
業
務
提
携
と
法
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
分
析
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
産
業
研
究
所
「
研

究
労
働
法
・
経
済
法
」
第
三
号
（
一
九
八
二
）
）
及
び
二
〇
〇
二
年
三
月
の
公
取
委
に
よ
る
「
業
務
提
携
と
企
業
間
競
争
に
関
す
る
実
態

調
査
結
果
報
告
」
（
「
業
務
提
携
と
企
業
間
競
争
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
報
告
」
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
（
二
〇
〇
二
・
二
）
）
と

　
が
あ
る
（
公
取
委
は
、
昭
和
五
一
年
二
月
、
業
務
提
携
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
詳
細
で
は
な
い
）
。
こ

　
れ
ら
調
査
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
や
調
査
方
法
が
異
な
り
、
厳
密
に
は
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
ま
た
、
業
務
提
携
を
当
事

　
会
社
が
競
争
関
係
に
あ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
垂
直
的
関
係
に
あ
る
も
の
を
含
み
、
共
同
出
資
会
社
を
伴
う
業
務
提
携
や
共
同
出
資
会

　
社
が
終
了
し
た
事
例
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
等
の
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
①
業
務
提
携
を
合
併
の
前
段
階
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

　
も
の
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
　
②
一
九
八
O
年
当
時
と
二
〇
〇
二
年
時
点
に
お
い
て
も
、
生
産
、
販
売
部
門
の
業
務
提
携
を
中
心
と
し
て

　
約
二
割
か
ら
三
割
の
業
務
提
携
に
お
い
て
共
同
出
資
会
社
が
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
同
出

　
資
会
社
を
伴
う
業
務
提
携
で
あ
っ
て
も
、
各
企
業
は
企
業
再
編
の
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
合
併
の
よ
う
な
全
面
的
な
企
業
統
合
と
は
別
の

　
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
業
務
提
携
に
独
自
の
意
義
を
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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一
　
業
務
提
携
と
独
占
禁
止
法

　
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
者
同
士
の
業
務
提
携
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
適
用
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
業
務
提
携
の
形
態

に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
。

　
業
務
提
携
が
契
約
等
に
と
ど
ま
る
場
合
は
独
占
禁
止
法
三
条
後
段
（
不
当
な
取
引
制
限
）
の
適
用
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

業
務
提
携
が
、
株
式
取
得
、
営
業
の
譲
受
等
を
内
容
と
す
る
場
合
、
又
は
当
事
会
社
が
共
同
出
資
会
社
を
設
立
し
た
場
合
は
三
条
後

段
の
ほ
か
企
業
結
合
規
制
の
適
用
が
あ
る
（
相
手
会
社
の
株
式
取
得
の
場
合
は
一
〇
条
一
項
、
役
員
を
派
遣
す
る
場
合
は
一
三
条
、
営
業

の
譲
受
け
を
伴
う
場
合
に
は
一
六
条
が
、
ま
た
、
共
同
出
資
会
社
設
立
を
伴
う
も
の
は
そ
の
内
容
・
方
式
に
よ
っ
て
一
〇
条
又
は
一
六
条
が
、

共
同
新
設
分
割
に
よ
る
も
の
は
一
五
条
の
二
第
一
項
）
。

402

　
（
1
）
　
契
約
等
に
と
ど
ま
る
業
務
提
携

　
独
占
禁
止
法
二
条
六
項
は
共
同
行
為
の
種
類
、
内
容
を
価
格
制
限
、
数
量
制
限
、
技
術
制
限
、
製
品
制
限
及
び
取
引
先
制
限
と
例

示
し
、
こ
れ
ら
が
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
」
場
合
「
不
当
な
取
引
制
限
」
に
該
当
す
る
と
し
、
三
条
後
段
に
違
反
す
る
と
す

る
。
業
務
提
携
に
つ
い
て
も
、
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
当
該
共
同
行
為
に
よ
り
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
場
合
に
は
、
「
不

当
な
取
引
制
限
」
と
し
て
三
条
後
段
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
従
来
、
価
格
制
限
、
数
量
制
限
、
技
術
制
限
、
製
品
制
限
及
び
取
引
先
制
限
を
内
容
と
し
な
い
業
務
提
携
に
つ
い
て
、
三
条
後
段

違
反
と
な
っ
た
事
例
は
な
い
が
、
問
題
は
こ
う
し
た
明
確
な
価
格
制
限
等
以
外
の
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
種
類
・
内
容
の
共
同
行
為

が
、
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
」
に
該
当
す
る
か
で
あ
る
。

　
従
来
、
公
取
委
は
競
争
の
実
質
的
制
限
を
市
場
支
配
力
は
価
格
に
最
も
現
れ
る
の
で
、
価
格
が
抑
圧
さ
れ
た
状
態
が
競
争
の
実
質



的
制
限
で
あ
る
と
す
る
解
釈
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
価
格
制
限
を
含
ま
な
い
競
争
制
限
行
為
に
対
し
て
は
不
当
な
取
引
制
限
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
困
難
に
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
を
公
取
委
の
運
用
事
例
（
公
取
委
の
相
談
事
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
事
例
）
か
ら
見
る
と
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
表
1
に
よ
れ
ば
、
業
務
提
携
と
し
て
の
共
同
行
為
の
種
類
・
内
容
の
う
ち
、
公
取
委
は
受
発
注
の
共
同
化
、
主
た
る
事
業
に
付
随

す
る
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
共
同
化
に
つ
い
て
は
競
争
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
と
し
、
そ
れ
以
外
の
共
同
購
入
、
外
注
加
工
の
共
同

化
、
自
主
基
準
の
策
定
、
相
互
的
O
E
M
供
給
等
の
事
業
共
同
化
は
、
競
争
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
（
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限

す
る
」
）
種
類
・
内
容
の
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
談
・
指
導
レ
ベ
ル
に
お
け
る
公
取
委
の
法
運
用
で
は
、
市
場
占
拠
率

が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
の
実
質
的
制
限
に
該
当
し
な
い
と
す
る
事
例
が
あ
る
と
は
い
え
、
価
格
以
外
の
制
限
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

競
争
の
実
質
的
制
限
が
行
わ
れ
る
と
す
る
解
釈
・
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

　
（
2
）
　
共
同
出
資
会
社
と
独
占
禁
止
法

　
共
同
出
資
会
社
と
は
二
以
上
の
事
業
者
（
本
稿
で
は
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
者
）
が
共
同
し
て
出
資
し
、
新
会
社
を
設
立
す
る
も
の

で
あ
り
、
合
弁
会
社
、
合
弁
事
業
又
は
共
同
子
会
社
と
も
称
さ
れ
る
。

　
ア
　
共
同
出
資
会
社
に
対
し
て
は
、
三
条
後
段
（
不
当
な
取
引
制
限
）
と
企
業
結
合
規
制
の
双
方
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
共
同
出
資
会
社
は
通
常
、
業
務
提
携
契
約
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
る
が
、
当
該
契
約
を
「
不
当
な
取
引
制
限
」
と
し
て
、
あ

る
い
は
共
同
出
資
会
社
を
カ
ル
テ
ル
の
手
段
や
実
行
機
関
と
し
て
三
条
後
段
違
反
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

　
他
方
、
共
同
出
資
会
社
設
立
に
当
た
っ
て
、
出
資
会
社
と
共
同
出
資
会
社
と
の
間
で
営
業
の
譲
受
け
、
株
式
の
取
得
、
役
員
兼
任

等
、
出
資
会
社
間
に
お
い
て
、
結
合
関
係
が
生
じ
、
「
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
」
場
合

に
は
、
企
業
結
合
の
各
規
定
違
反
と
な
る
。
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表1　契約等にとどまる業務提携に対する公取委の運用事例

』
』

①医療

る共

　　』②新型

　　』③機械

回収

　　』④ガラ

する

　』
⑤損害

る過

　』
⑥化粧

共同

　』⑦家電

クル

理会
』

⑧輸送

共同

』

⑨日用

へα）

　』
⑩たは

自主

　　』⑪食品

OEN

⑫建設

給

　　　　　相談内容

①医療機器等のユーザー（医療機関）によ

　る共同購入

②新型の保険商品の販売提携

③機械メーカーによるリサイクル用の共同

　回収施設の設置

④カラス機器メーカーによる競争業者に対

　するOEM供給
⑤損害保険会社が共同して車両事故におけ

　る過失割合の基準を導入

⑥化粧品メーカーか共同してPOSレジの

　共同利用による受発注の共同化

⑦家電メーカーが共同して廃家電のリサイ

　クルシステムを構築（運送会社1社、処

　理会社1社を選定）

⑧輸送用機械メーカーによる資材・部品の

　共同購入

⑨日用品メーカーによる成形加工メーカー

　への外注加工の共同化

⑩たばこメーカーが共同して広告活動等の

　自王基準を策定

⑪食品の原材料メーカーによる相互的

　OEM供給

⑫建設資材メーカーによる相互的OEM供

　　　　　公取委の回答

多数の医療機関が共同購入に参加する状況

にないため問題ない

OEM供給に近いもので、リスクを軽減し、

競争を促進する効果を持つ

競争に及ぼす影響が大きいものではない

OEM供給それ自体は独占禁止法上問題は

ない

当該基準の採用を強制せず、当該基準採用

を被保険者の選択に委ねれば問題ない

競争に及ぽす影響等は小さい

リサイクル事業が家電メーカーの主たる事

業に付随するものであり、目的がリサイク

ル業務を効率的に行うことである

共同購入による購入額の割合が低く、生

産・販売は各社独自に行うことから競争に

与える影響は小さい

当該商品の成形加工市場でのシェアが小さ

い、当該商品の販売市場には有力な事業者

が存在、販売は各社独自に行う

当該基準の内容は社会公共的目的のもので

ある

対象商品の数量は少ない、販売は各社独自

に行う、有力な競争者が存在、当事会社に

は生産余力がある

OEM供給により各販売地域で1社になる、

販売価格のうちで相当な部分を占める製造

コストが共通化される、当事会社のシェア

が90％になり独占禁止法上問題となる

資料出所：「事業者の活動に関する相談事例集」公取委事務総局（平成9年度から同13年度）から

　　　筆者が作成。
注1相談事例集の中から、価格制限等明確なカルテル行為に係るものを除外した。
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表2　共同出資会社についての主な独占禁止法違反事例

事件名 審決年月日 審決集

①広島糧工事件 勧告審決（昭30．8．15、 広島市内の製氷業者が共同販売機構を設立、

審決集7巻5頁） 自ら販売、配送、代金回収を行なうとともに、

仲買人は同機構から購入する共同販売を実施

②日本冷蔵事件 〃　　（昭32．7．18、 函館市内の製氷業者が共同販売会社を設立、

審決集9巻7頁） 同社を通してのみ販売し、価格・数量を決定

③明治冷蔵事件 〃　　（昭32．11．7、 神戸市内の製氷業者が製氷蔵元組合を組織し、

審決集9巻31頁） 共同販売を行うとともに工場新増設の禁止、

製造期問、数量、価格を決定

④ワクチン共販 〃　　（昭50．10．27、 豚コレラワクチン製造業者が、既存の協同組
〕

事件 審決集22巻79頁） 合を通してのみ販売し、生産数量を決定

⑤産業用爆薬共 〃　　（昭50．12．11、 産業用爆薬メーカーが四国地方向け爆薬の製

販事件 審決集22巻101頁） 造販売を行う共同生産・共同販売会社を設立

④群馬県アサノ 〃　　（昭53．6．5、 県内の生コンメーカーが共同販売会社を設立

コンクリート 審決集25巻8頁） し、同社を通してのみ販売し、販売価格を決

事件 定

⑤ソーダ灰輸入 〃　　（昭58．3．31、 ソーダ灰の生産販売業者が、輸入ソーダ灰の

制限協定事件 審決集29巻104頁） 数量、引取比率等を決定、輸入ソーダ灰の共

同受入・保管等の会社を設立（※本件では共

同出資会社自体は違反とはされていない）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

公
取
委
は
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、

親
会
祉
（
出
資
会
社
）
相
互
間
に
は
直
接
の
株
式

所
有
関
係
が
な
く
と
も
、
共
同
出
資
会
社
を
通
じ

て
間
接
的
に
結
合
関
係
が
形
成
・
維
持
・
強
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
当
事
会
社
問
の
取
引

関
係
、
業
務
提
携
、
そ
の
他
の
契
約
等
の
関
係
を

考
慮
し
て
競
争
へ
の
影
響
を
見
る
べ
き
企
業
結
合

で
あ
る
か
を
判
断
す
る
と
し
、
さ
ら
に
、
「
競
争

の
実
質
的
制
限
」
の
有
無
は
、
出
資
会
社
相
互
間

の
関
係
、
共
同
出
資
会
社
の
形
態
・
目
的
、
出
資

会
社
の
業
務
と
共
同
出
資
会
社
の
業
務
と
の
関
係

を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
と
す
る
。

　
イ
　
共
同
出
資
会
社
に
つ
い
て
の
独
占
禁
止
法

違
反
事
例
は
表
2
の
と
お
り
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

共
同
出
資
会
社
の
う
ち
の
、
主
と
し
て
複
数
の
事

業
者
が
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
を
通
じ

て
販
売
す
る
共
同
販
売
会
社
に
係
る
事
案
を
三
条

後
段
違
反
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ウ
　
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
法
適
用
に
当
た
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っ
て
は
、
前
記
の
と
お
り
三
条
後
段
（
不
当
な
取
引
制
限
）
と
企
業
結
合
規
制
と
が
同
時
に
又
は
選
択
的
に
適
用
し
得
る
が
、
そ
の

際
の
問
題
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
ア
）
　
実
体
基
準
と
し
て
の
両
者
の
異
同
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
i
　
競
争
の
実
質
的
制
限
に
つ
き
、
直
接
競
争
行
為
を
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
企
業
結
合
に
つ

い
て
は
、
違
法
性
（
ー
競
争
の
実
質
的
制
限
）
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
状
態
概
念
と
し
て
の
競
争
を
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
し
か
も
、

企
業
結
合
規
制
に
お
い
て
は
行
為
が
行
わ
れ
る
前
に
そ
の
違
法
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
も
重
要
な
競
争
要
素
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
価
格
が
徴
表
と
し
て
用
い
ら
れ
、
特
定
の
事
業
者
が
価
格
を
支
配
で
き
る
状
態
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
不
当
な
取
引
制
限
（
三
条
）
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
に
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
も
の
の
、
公
取
委
の
運
用
及
び

通
説
は
前
記
「
は
じ
め
に
」
の
と
お
り
、
こ
れ
を
同
様
に
解
し
、
運
用
し
て
い
る
。

　
”
1
1
　
不
当
な
取
引
制
限
は
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
」
と
の
文
言
で
あ
る
の
に
対
し
、
企
業
結
合
規
制
（
一
〇
条
、
ニ
ニ
条
、

一
五
条
、
一
六
条
）
は
い
ず
れ
も
、
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
」
に
は
当
該
株
式
保
有
等
を
し
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
競
争
を
制
限
『
す
る
』
と
『
す
る
こ
と
と
な
る
』
の
相
違
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
第
一
説
は
、
両
者
は
、
市
場
支
配
力
の
形
成
・
維
持
・
強
化
に
結
び
つ
く
と
い
う
内
容
に
お
い
て
相
違
は
な
く
、

企
業
結
合
規
制
が
事
前
届
出
制
を
と
っ
て
い
る
関
係
で
、
事
前
規
制
と
事
後
規
制
の
違
い
に
よ
る
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
第
二
説
は
、
罰
則
の
比
較
等
か
ら
企
業
結
合
規
制
は
私
的
独
占
（
二
条
五
項
）
の
予
防
規
定
で
あ
り
、
私
的
独
占
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

要
件
で
あ
る
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
に
至
ら
な
い
前
の
段
階
に
お
い
て
こ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
公
取
委
の
前
記
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
「
『
こ
と
と
な
る
』
と
は
、
企
業
結
合
に
よ
り
競
争
の
実
質
的
制
限
が
必
然
で
は
な

い
が
容
易
に
現
出
し
得
る
状
況
が
も
た
ら
せ
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
蓋
然
性
を
意
味
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
前
記
二
説

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
か
又
は
そ
れ
以
外
の
も
の
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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伍
　
さ
ら
に
、
こ
の
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
量
的
、
質
的
な
経
済
的
諸
要
因
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
三
条

後
段
（
カ
ル
テ
ル
規
制
（
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
」
）
）
に
お
い
て
は
、
公
取
委
の
実
務
で
は
量
的
要
因
が
重
視
さ
れ
、
共
同
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
参
加
す
る
事
業
者
の
市
場
占
拠
率
が
五
〇
％
超
の
場
合
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
企
業
結
合
規
制
に
お
い
て
の
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
市
場
占
拠
率
は
最
も
重
要
な
判
断
基
準
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
結
合
の
形
態
（
株
式
保
有
、
役
員
兼
任
、
営
業
の
譲
受
け
等
）
ご
と
の
結
合
の
強
さ
、
継
続
性
の
他
、
代
替
品
の
有

無
、
新
規
参
入
の
難
易
等
の
諸
条
件
を
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
（
前
記
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
。

　
（
イ
）
　
こ
の
他
、
規
制
の
実
効
性
、
排
除
措
置
等
の
観
点
か
ら
、
三
条
後
段
を
適
用
す
る
か
、
企
業
結
合
規
制
（
一
〇
条
、
一
六

条
等
）
を
適
用
す
べ
き
か
の
論
議
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
三
条
後
段
に

比
し
、
企
業
結
合
規
制
に
よ
る
場
合
は
、
排
除
措
置
の
内
容
と
し
て
株
式
処
分
等
を
命
じ
得
る
こ
と
が
で
き
、
共
同
出
資
会
社
を
解

体
に
追
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
営
業
の
譲
受
を
伴
う
場
合
に
は
事
前
の
届
出
制
に
よ
り
事
前
規
制
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

同
出
資
会
社
設
立
以
降
に
お
い
て
も
、
株
式
所
有
報
告
書
の
報
告
等
に
よ
り
監
視
と
規
制
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
。

　
（
3
）
　
諸
外
国
の
状
況

　
米
国
、
E
U
に
お
い
て
は
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
（
J
V
）
は
広
い
範
囲
の
共
同
事
業
を
さ
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
米
国
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

E
U
に
お
い
て
は
、
合
弁
会
社
に
と
ど
ま
ら
ず
に
契
約
上
の
取
決
め
に
と
ど
ま
る
も
の
を
も
J
V
に
含
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
米
国
に
つ
い
て
は
、
合
弁
事
業
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
（
合
併
規
制
）
と
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
（
主
と
し
て
カ
ル
テ
ル

規
制
）
を
重
ね
て
適
用
す
る
構
成
を
取
っ
て
い
る
が
、
合
弁
事
業
は
実
質
的
に
は
協
定
よ
り
も
合
併
に
近
い
こ
と
か
ら
主
に
合
併
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

制
の
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
E
U
で
は
、
合
弁
事
業
を
集
中
的
合
弁
事
業
と
協
調
的
合
弁
事
業
と
明
確
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
企
業
結
合
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規
制
（
八
二
条
（
H
旧
八
六
条
、
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
規
制
）
）
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
八
一
条
（
1
旧
八
五
条
、
主
と
し
て
カ
ル
テ

ル
規
制
）
に
基
づ
く
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
規
制
基
準
が
異
な
る
た
め
、
当
該
合
弁
事
業
が
い
ず
れ
か
に

分
類
さ
れ
る
か
が
微
妙
な
合
弁
事
業
に
つ
い
て
は
、
企
業
結
合
規
制
に
分
類
さ
れ
る
方
が
事
業
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
て

（
1
2
）

い
る
。（

3
）
　
前
掲
注
（
1
）
矢
部
丈
太
郎
「
不
当
な
取
引
制
限
概
念
の
再
構
成
」
七
二
二
頁
。

（
4
）
競
争
の
実
質
的
制
限
を
価
格
支
配
力
を
意
味
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
価
格
以
外
の
制
限
に
対
し
、
競
争
の
実
質
的
制
限
と

　
さ
れ
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
（
前
掲
注
（
1
）
矢
部
丈
太
郎
「
不
当
な
取
引
制
限
概
念
の
再
構
成
」
七
ニ
ニ
頁
）
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

違
反
事
例
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
る
が
、
相
談
・
指
導
レ
ベ
ル
で
は
必
ず
し
も
こ
う
し
た
運
用
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
5
）
　
「
株
式
保
有
、
合
併
等
に
係
る
『
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
』
の
考
え
方
」
公
正

　
取
引
委
員
会
（
平
成
一
〇
年
二
一
月
↓
二
日
）
。

（
6
）
　
前
掲
注
（
1
）
矢
部
丈
太
郎
「
不
当
な
取
引
制
限
概
念
の
再
構
成
」
七
〇
九
頁
ー
七
一
〇
頁
。

（
7
）
　
平
林
英
勝
「
市
場
集
中
規
制
の
仕
組
み
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
ニ
三
号
（
二
〇
〇
一
・
一
二
・
一
）
七
六
頁
。

（
8
）
　
根
岸
哲
・
舟
田
正
之
「
独
占
禁
止
法
概
説
」
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
）
一
四
四
頁
。

（
9
）
　
沢
田
克
巳
「
共
同
販
売
機
関
」
（
「
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
［
第
六
版
］
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
一
号
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
・

　
三
）
四
七
頁
。

（
1
0
）
　
滝
川
敏
明
「
日
米
E
U
の
独
禁
法
と
競
争
政
策
」
青
林
書
院
（
一
九
九
六
年
一
二
月
）
四
五
頁
、
村
上
政
博
「
E
C
競
争
法
［
E
C

独
占
禁
止
法
］
」
弘
文
堂
（
平
成
二
二
年
五
月
）
二
八
六
頁
。

（
n
）
　
村
上
政
博
「
E
C
競
争
法
［
E
C
独
占
禁
止
法
］
（
第
二
版
）
」
弘
文
堂
（
平
成
一
三
年
五
月
）
二
七
九
頁
。

（
1
2
）
　
正
田
彬
「
E
C
独
占
禁
止
法
」
（
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
六
月
）
二
三
四
頁
ー
二
一
二
五
頁
、
前
掲
注
（
n
）
村
上
政
博
「
E
C
競
争
法

　
［
E
C
独
占
禁
止
法
］
（
第
二
版
）
」
二
八
O
頁
。
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二
　
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
例

　
共
同
出
資
会
社
を
め
ぐ
る
独
占
禁
止
法
適
用
の
問
題
点
は
前
記
二
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
共
同
出
資
会
社
を
め
ぐ
る

独
占
禁
止
法
の
最
近
に
お
け
る
運
用
例
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
年
次
報
告
及
び
相
談
事
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
共
同
出

資
会
社
に
つ
い
て
の
相
談
、
指
導
事
例
は
別
表
1
、
2
の
と
お
り
で
あ
る
）
。

　
（
1
）
　
企
業
結
合
規
制
の
観
点
か
ら
の
運
用
例

　
先
ず
、
別
表
1
記
載
の
事
例
の
多
く
は
、
共
同
出
資
会
社
設
立
に
当
た
っ
て
、
営
業
の
譲
受
け
を
伴
う
た
め
、
事
業
者
が
公
取
委

に
対
し
非
公
式
な
事
前
相
談
を
行
い
、
公
取
委
が
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
」
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
た
場
合
、
問

題
点
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
対
し
事
業
者
側
か
ら
当
該
問
題
点
の
解
消
措
置
を
申
し
出
、
そ
の
結
果
、
公
取
委
が
、
当
該
解
消
措
置
が

履
行
さ
れ
る
と
の
約
束
の
下
で
、
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
」
ら
な
い
と
判
断
し
、
当
該
営
業
の
譲
受
け
と
共
同
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
路
）

資
会
社
設
立
が
認
め
ら
れ
、
年
次
報
告
に
掲
載
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
ア
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
対
象
期
間
に
お
い
て
、
設
立
が
認
め
ら
れ
た
共
同
出
資
会
社
と
、
公
取
委
の
独
占
禁
止
法
の
判
断
に
つ
い

て
の
特
色
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
共
同
出
資
会
社
の
業
務
の
内
容
を
分
類
す
る
と
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
元
年
度
か
ら
同
八
年
度
ま
で
の
間
に
設
立
が
認

め
ら
れ
た
市
場
占
拠
率
が
大
き
い
出
資
会
社
に
よ
る
共
同
出
資
会
社
は
生
産
会
社
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
も
の
が
、
同
一
〇
年
度
以

降
は
生
産
や
販
売
に
限
定
さ
れ
ず
複
数
の
業
務
を
内
容
と
す
る
共
同
出
資
会
社
が
多
く
、
特
に
、
研
究
開
発
や
設
計
事
業
を
業
務
の

一
つ
と
す
る
共
同
出
資
会
社
が
激
増
し
て
い
る
。

　
②
出
資
会
社
は
共
同
出
資
会
社
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
渡
し
て
い
る
事
例
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。

　
③
出
資
会
社
（
又
は
共
同
出
資
会
社
）
の
市
場
に
お
け
る
市
場
占
拠
率
が
高
い
も
の
が
多
く
を
占
め
、
中
に
は
市
場
占
拠
率
が
八
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表3　共同出資会社の業務内容

年
生　産 販売 研究開発 包括

元年 自動車用酸素センサー

4年 亜鉛

5年 特殊鋼材、エンジニア

リングプラスチック

6年 炭化水素イオン交換膜、 塩化ビニル樹脂、PHSサービス

名寄地区生コン

7年 ポリオレフィン樹脂、

ポリプロピレン樹脂、

ABS樹脂、白色セメ
ント、鹿児島地区生コ

ン

8年 直鎖状低密度ポリエチ 広島地区LPガス充填

レン

9年 ポリスチレン

10年 ガス給湯 ポリスチレン、ホールセールデリ

器 バティブ、セメント（販売・物
流）

11年 次世代シ プラズマディスプレイパネル、タ

リコンウ イヤ、大容量電動機（研究開発・

エノ、一 設計・製造）、半導体メモリー

（開発設計・販売・生産）、原子炉

用燃料（設計・生産・販売）、ア

ルミ圧延製品（販売・資材調達・

製造〉可塑剤、電力用電線（研究

開発・生産）

12年 過酸化水素

O
％
に
達
す
る
事
例
や

当
該
市
場
で
一
社
し
か

存
在
し
な
く
な
る
事
例

も
あ
っ
た
。

　
イ
　
こ
れ
に
対
し
て

公
取
委
が
事
業
者
側
か

ら
の
問
題
点
解
消
措
置

の
申
出
に
よ
り
「
競
争

を
実
質
的
に
制
限
す
る

こ
と
と
な
」
ら
な
い
と

判
断
し
て
い
る
が
、
共

同
出
資
会
社
の
設
立
を

認
め
た
理
由
の
う
ち
特

徴
的
な
も
の
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
当
事
会
社
の
市
場

占
拠
率
が
高
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、

　
①
市
場
占
拠
率
が
一
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○
％
超
の
有
力
な
事
業
者
が
存
在
す
る
こ
と
、

　
②
海
外
メ
ー
カ
ー
に
輸
出
余
力
が
あ
る
こ
と
あ
る
い
は
輸
入
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
等
の
潜
在
的
な
輸
入
の
競
争
圧
力
が
あ

る
こ
と
、

　
③
出
資
会
社
が
共
同
出
資
会
社
に
生
産
事
業
の
全
部
を
譲
渡
し
た
と
し
て
も
、
販
売
事
業
は
従
来
ど
お
り
各
出
資
会
社
が
別
々
に

行
う
こ
と
、

　
を
理
由
と
し
て
営
業
の
譲
受
け
や
共
同
出
資
会
社
の
設
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

　
（
2
）
　
三
条
後
段
の
観
点
か
ら
の
運
用
例

　
別
表
2
記
載
の
事
例
は
、
事
業
者
が
企
業
結
合
規
制
に
係
る
事
案
か
否
か
明
確
で
な
く
事
前
相
談
を
行
い
、
公
取
委
が
企
業
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

規
制
を
除
く
、
と
り
わ
け
三
条
後
段
の
観
点
か
ら
事
前
相
談
に
応
じ
回
答
し
た
事
例
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
企
業
結
合
規
制
の
場
合
に
比
し
三
条
後
段
の
運
用
事
例
数
は
少
な
く
、
そ
の
内
容
も
、
特
許
権
の
円
滑
な
ラ
イ

セ
ン
ス
を
目
的
と
す
る
も
の
や
電
子
商
取
引
に
よ
る
共
同
購
入
等
、
従
来
の
共
同
行
為
と
は
異
な
る
形
態
の
も
の
が
主
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
判
断
に
お
い
て
は
、
当
事
会
社
の
市
場
占
拠
率
に
重
点
を
お
い
て
「
競
争
の
実
質
的
制

限
」
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
（
3
）
　
上
記
運
用
例
の
特
色
と
問
題
点

　
ア
　
以
上
の
と
お
り
、
共
同
出
資
会
社
を
め
ぐ
る
公
取
委
の
三
条
後
段
の
観
点
及
び
企
業
結
合
規
制
の
観
点
か
ら
の
運
用
例
に
お

け
る
特
色
及
び
問
題
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
最
近
の
共
同
出
資
会
社
設
立
事
例
に
つ
い
て
、
出
資
会
社
が
そ
の
事
業
部
門
の
全
部
を
共
同
出
資
会
社
に
譲
渡
し
て
い
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る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
弁
事
業
に
つ
い
て
は
弊
害
と
と
も
に
利
点
を
も
有
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
一
つ
と

し
て
、
一
般
的
に
、
合
弁
事
業
は
一
企
業
が
消
滅
す
る
合
併
と
異
な
り
、
合
弁
事
業
は
通
常
新
た
な
競
争
者
を
生
み
だ
し
競
争
促
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

効
果
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
事
業
部
門
の
全
部
を
共
同
出
資
会
社
に
譲
渡
す
れ
ば
、
市
場
に
お
け
る
競
争
単
位
は
減
り
、

そ
の
競
争
促
進
効
果
は
発
揮
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
と
し
て
、
寡
占
事
業
者
間
で
共
同
生
産
会
社
を
設
立
し
、
さ
ら
に
共
同
生
産
の
目
的
が
供
給
過
剰
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
競
争
制
限
効
果
が
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
取
委
は
、
前
記
運
用
事
例
に
お
い
て
、
共
同
生
産
で
あ

っ
て
も
販
売
面
は
従
来
ど
お
り
別
々
と
い
う
点
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
販
売
面
は
別
と
い
っ
て
も
、
寡
占
事
業
者
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
、
生
産
分
野
で
の
競
争
は
な
く
な
り
、
製
造
コ
ス
ト
は
共
通
化
す
る
た
め
販
売
面
で
の
競
争
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
第
三
と
し
て
、
同
じ
く
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
判
断
に
当
た
り
、
カ
ル
テ
ル
規
制
と
企
業
結
合
規
制
と

の
間
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
記
の
と
お
り
、
違
法
性
の
判
断
と
し
て
の
競
争
を
実
質
的
に
制
限
『
す
る
』
と
『
す
る
こ

と
と
な
る
』
と
の
間
に
異
な
っ
た
説
が
あ
る
と
し
て
も
、
各
事
前
相
談
の
段
階
で
は
両
者
と
も
将
来
の
予
想
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、

実
務
上
は
相
違
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
、
親
会
社
（
出
資
会
社
）
相
互
間
に
は
直
接
の
株
式
所
有
関
係
が

な
く
と
も
、
共
同
出
資
会
社
を
通
じ
て
間
接
的
に
結
合
関
係
が
形
成
・
維
持
・
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
当
事
会
社
間
の
取
引
関
係
、

業
務
提
携
、
そ
の
他
の
契
約
等
の
関
係
を
考
慮
し
て
競
争
へ
の
影
響
を
見
る
べ
き
企
業
結
合
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
と
し
、
企
業
結
合
規
制
の

観
点
か
ら
の
審
査
と
は
い
え
、
出
資
会
社
間
の
協
調
行
動
（
カ
ル
テ
ル
行
動
）
を
警
戒
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
共
同
出
資
会
社
設
立
後
に

お
け
る
出
資
会
社
間
の
カ
ル
テ
ル
行
動
を
警
戒
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
出
資
会
社
自
体
を
カ
ル
テ
ル
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
と
は
異
な

る
問
題
で
あ
る
）
。

　
公
取
委
の
前
記
運
用
例
か
ら
、
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
カ
ル
テ
ル
規
制
の
違
法
性
判
断
基
準
と
企
業
結
合
規
制
の
そ
れ
と
を
比

較
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
カ
ル
テ
ル
規
制
の
運
用
例
（
前
記
（
2
）
）
が
少
な
く
、
ま
た
行
為
の
内
容
、
形
態
も
異
な
る
こ
と
も
あ
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り
、
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
。
し
か
し
、
前
記
の
と
お
り
、
競
争
の
実
質
的
制
限
に
つ
い
て
の
意
義
を
両
者
と
も
同
じ
と
す
る
な

ら
ば
、
企
業
結
合
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
の
認
定
を
、
市
場
占
拠
率
、
競
争
者
と
の
関
係
、
当
該
市
場
の
状
況
等
に
よ
り
総

合
的
に
判
断
す
る
（
前
掲
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
と
し
て
も
、
そ
の
認
定
は
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
の
認
定

と
同
じ
も
の
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
前
記
の
多
く
の
運
用
例
で
は
、
問
題
点
解
消
措
置
を
広
く
認
め
、
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と

と
な
」
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

（
1
3
）
公
取
委
に
お
け
る
営
業
の
譲
受
け
等
の
届
出
等
に
か
か
る
事
前
相
談
事
案
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
年
次
報
告
に
掲
載
さ
れ
る

　
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
当
事
会
社
の
市
場
占
拠
率
が
大
き
い
も
の
、
す
な
わ
ち
競
争
へ
の
影
響
が
大
き
い
も
の
が
選

定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
　
共
同
出
資
会
社
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
事
前
相
談
と
い
っ
て
も
、
三
条
後
段
の
観
点
か
ら
の
事
前
相
談
と
企
業
結
合
規
制
の

観
点
か
ら
の
そ
れ
と
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
公
取
委
事
務
総
局
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
部
局
を
異
に
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。

（
1
5
）
　
O
E
C
D
編
、
平
林
英
勝
・
小
畑
徳
彦
共
訳
「
合
弁
事
業
と
競
争
政
策
・
国
際
合
併
と
競
争
政
策
（
O
o
ヨ
o
①
窪
一
8
℃
o
一
一
身
き
α

』
O
一
日
く
窪
貫
お
ω
＼
冒
話
旨
呂
9
巴
ζ
R
隠
お
弩
血
O
O
日
℃
①
け
三
9
℃
呂
身
）
」
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
成
二
年
三
月
）
二
八
頁
－
三

　
三
頁

（
1
6
）
　
平
林
英
勝
「
最
近
の
企
業
結
合
規
制
事
例
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
一
〇
九
二
号
（
二
〇
〇
二
・
八
・
一
五
）

　
四
頁

三
　
今
後
の
課
題
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（
1
）
　
共
同
出
資
会
社
に
対
す
る
わ
が
国
独
占
禁
止
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
前
記
の
と
お
り
、
カ
ル
テ
ル
規
制
と
企
業
結
合
規
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制
の
双
方
が
適
用
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
相
互
に
独
立
性
を
保
持
す
る
事
業
者
の
競
争
行
動
の
調
整
の

た
め
の
共
同
出
資
会
社
の
設
立
は
カ
ル
テ
ル
規
制
に
よ
り
、
そ
れ
を
行
わ
ず
に
独
立
経
済
単
位
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
の
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

立
は
企
業
結
合
規
制
に
よ
る
べ
く
立
法
的
に
解
決
す
べ
き
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
実
務
上

果
た
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
の
ほ
か
に
、
E
U
の
よ
う
に
両
者
間
に
規
制
基
準
に
差
が
あ
る
と
、
事
業
者
は
基
準
が
低
い
規
制
に

対
応
す
る
企
業
行
動
を
と
る
と
い
う
弊
害
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
前
記
（
2
）
－
ウ
ー
（
ア
）
－
i
の
と
お
り
、
三
条
規
制
と
四
章
規
制
の
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
の
解
釈
が
同
じ
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
侶
）

基
準
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
も
の
の
、
現
行
は
両
者
を
同
じ
に
解
釈
・
運
用
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し

て
、
共
同
出
資
会
社
設
立
が
カ
ル
テ
ル
規
制
と
企
業
結
合
規
制
と
が
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
企
業
結
合
規
制

全
般
の
あ
り
方
に
も
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
が
、
両
者
の
違
法
性
判
断
基
準
は
同
等
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
両
者

の
判
断
基
準
が
異
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
旨
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
）
。

　
ま
た
、
共
同
出
資
会
社
は
合
併
の
よ
う
に
全
面
的
で
は
な
い
が
部
分
的
な
統
合
で
あ
り
、
業
務
提
携
の
中
で
も
契
約
等
に
と
ど
ま

る
業
務
提
携
と
は
相
当
程
度
異
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
寡
占
企
業
間
で
い
っ
た
ん
そ
の
設
立
を
認
め

た
と
し
て
も
、
そ
の
際
の
判
断
は
将
来
の
予
想
に
依
存
す
る
た
め
、
事
案
に
よ
っ
て
は
あ
ら
か
じ
め
条
件
を
付
す
と
と
も
に
、
経
済

環
境
等
の
変
化
も
含
め
当
該
判
断
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
一
定
期
間
後
に
レ
ビ
ュ
ー
す
る
シ
ス
テ
ム
な
い
し
体

制
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
な
お
、
本
稿
は
業
務
提
携
に
基
づ
く
共
同
出
資
会
社
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
契
約
等
に
と
ど
ま
る
業
務
提

携
に
つ
い
て
は
、
1
－
（
1
）
の
と
お
り
、
ど
の
よ
う
な
種
類
・
内
容
の
共
同
行
為
が
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
」
も
の
な
の

か
（
又
は
逆
に
制
限
し
な
い
も
の
な
の
か
）
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
（
1
7
）
前
掲
注
（
9
）
沢
田
克
巳
「
共
同
販
売
機
関
」
四
八
頁
。
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郎聾

伊
従
寛
「
独
占
禁
止
政
策
と
独
占
禁
止
法
」
（
中
央
大
学
出
版
部
、

「
不
当
な
取
引
制
限
概
念
の
再
構
成
」
七
二
九
頁
。

一
九
九
七
年
四
月
）
一
五
四
頁
以
下
、
前
掲
注
（
1
）
矢
部
丈
太

お
わ
り
に

業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

　
企
業
が
合
併
や
事
業
統
合
・
再
編
を
行
う
理
由
や
方
式
は
様
々
で
あ
り
、
経
済
環
境
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
。
わ
が
国
企
業

は
従
来
か
ら
内
部
事
業
単
位
を
積
極
的
に
ス
ピ
ン
オ
フ
し
、
そ
れ
ら
に
分
業
的
役
割
を
担
わ
せ
な
が
ら
、
「
企
業
グ
ル
ー
プ
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
統
括
し
直
し
、
親
会
社
を
中
心
と
す
る
一
個
の
有
機
的
な
経
営
統
合
体
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
平
成
一
〇
年
の

独
占
禁
止
法
の
改
正
に
よ
り
持
株
会
社
制
度
が
認
め
ら
れ
、
平
成
一
三
年
四
月
に
は
商
法
に
企
業
分
割
制
度
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
企
業
が
全
面
的
な
合
併
よ
り
も
業
務
提
携
に
よ
る
事
業
や
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
選
択
す
る
動
き
が
加
速
し
つ
つ
あ
る
と
さ

（
2
0
）

れ
る
。

　
他
方
で
、
寡
占
企
業
間
に
よ
る
こ
う
し
た
統
合
は
わ
が
国
経
済
に
お
い
て
競
争
制
限
効
果
を
生
み
出
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
と
り
わ

け
寡
占
企
業
間
の
共
同
出
資
会
社
の
設
立
を
含
む
業
務
提
携
に
対
し
て
は
、
独
占
禁
止
法
の
適
切
な
対
応
が
、
よ
り
一
層
重
要
視
さ

れ
る
。

ハ　　　　

2019
）　　）

下
谷
政
弘
「
持
株
会
社
解
禁
」
中
公
新
書
（
一
九
九
六
年
一
二
月
）
一
二
五
頁
－
一

平
成
二
二
年
八
月
一
八
日
、
同
一
四
年
七
月
二
五
日
付
日
本
経
済
新
聞
。

二
六
頁
。
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企業結合規制の観点からの共同出資会社設立事例別表1

出資会社
共同出資会社の

　業務等

共同出資会社の

　シェア等
承認の理由等

元 ①日本特殊陶業㈱ 当事会社2社の共同 生産シェア50％ ○有力な競争者が存
年
度
日本ガイシ㈱ 出資による自動車用 （1位） 在

酸素センサーの共同 販売シェア20％弱 Oユーザー（自動車
生産会社の設立。新 （3位） メーカー）が価格決

会社にそれぞれが営 定を主導

業譲渡（新会社；セ O生産量の大部分が

ラミックセンサ㈱ 輸出

※）

4 ②日鉱金属㈱ 当事会社3社の共同 亜鉛の生産 〇三井金属鉱業の参
年
度 MIMジヤパン 出資による亜鉛の共 日鉱金属㈱（3 加は新会社運営のた

㈱（豪州鉱山会 同生産会社の設立 位） めの技術上の協力

社の日本法人） 三井金属鉱業㈱ 〇三井金属鉱業の出

三井金属鉱業㈱ （1位） 資比率を限定

（目的；設備の合

理化）

5 ③三菱製鋼㈱ 当事会社2社の共同 出資会社2社の生 O新日鐵の出資の影
年
度
新日本製鐵㈱ 出資による特殊鋼材 産シェア 響力を薄める

（目的；生産の 圧延生産会社と銑鉄 特殊鋼粗鋼22．1 ○新日鐵と三菱製鋼

合理化、生産設 会社を設立。三菱製 ％ は今後とも独立した

備の効率的活用、 鋼は圧延会社に特殊 機械構造用炭素 競争関係を保持する

重複投資の回避 鋼材部門を譲渡、圧 鋼形鋼58％ ことを原則

等） 延会社と新日本製鐵 O北海製鉄、新日鐵
との間で特殊鋼生産 から室蘭特殊鋼への

の相互委託。新日本 銑鉄等の供給、新日

製鐵は銑鉄会社に高 鉄と室蘭特殊鋼の受

炉を譲渡。銑鉄会社 委託等に当たって、

は新日本製鐵と圧延 相互に利用制限は行

会社に銑鉄を供給 わない

（新会社；三菱製鋼

室蘭特殊鋼㈱、北海

製鉄㈱）

④三菱瓦斯化学㈱ 当事会社2社の共同 新会社の販売シェ 汎用EP
三菱化成㈱ 出資によるエンジニ ア O有力な競争者が存
（目的；研究開 アリングプラスチッ 汎用EP17％ 在
発の効率化、輸 ク（EP二高性能プ （1位） O海外メーカーが十
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送の合理化等） ラスチック）の共同 ポリカーボネー 分な輸出余力を有す

生産会社の設立。新 ド36％（1位） る

会社にそれぞれが営 O汎用プラスチック

業譲渡（新会社；三 と一部代替関係があ

菱エンジニアリング る

プラスチック㈱※） ポリカーボネード

O有力な競争者が存
在

○汎用EPと代替関
係

6 ⑤住友化学工業㈱ 当事会社3社は、塩 共同出資会社3社 O当事会社が著しく
年
度
日本ゼオン㈱ 化ビニル樹脂の製 塩化ビニル樹脂 有力な地位にはない

サン・アロー化 造・販売・研究開発 全体 ○有力な競争者が存

学㈱ を一体的に行う会社 販売シェア 在

（目的；コスト低 （上記3社を含む4 16．1％ ○輸入の増加が見込

減、国際競争力 社による共同販売会 ぺ一スト　出荷 まれる

の確保等） 社を母体）に、3社 シェア40％弱

それぞれの塩化ビニ

ル樹脂事業を譲渡

（新会社；新第1塩
ビ販売㈱※）

⑥旭化成工業㈱ 当事会社2社による 炭化水素イオン交 O両出資者は独自に
㈱トクヤマ 炭化水素イオン交換 換膜 販売活動を行う

（目的；経費削減、 膜の共同生産会社を 2当事者の出荷 ○イオン交換膜を使

製造コストの引 設立。両当事者が製 額シェア55．5％ 用する透析装置の販

下げ等） 造設備を譲渡（新会 国内メーカーは新 売は競争が行われる

社；㈱アストム※） 会社と旭硝子の2

社のみ

⑦日本電信電話㈱ NTTほか当事会社 ドコモは各ブロッ 0有力な競争者が参

NTT北海道移 10社の共同出資によ クで5～7割のシ 入予定

動通信網㈱ほか りPHSサービス事 エアを有する。 ONTTに対する有
9社 業会社を設立 NTTの公衆線は 力競争者の育成

利便性が高く、新 ONTTの株式所有
会社がNTTとの 比率の引き下げ
結合関係を利用す O公正・適切な接
ることになれば、 続・取引条件

携帯電話サービス ONTTとの共同資
分野で新規参入者 材調達は行わない
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7
年
度

よりも優位に立っ。

⑧名寄生コンクリ 3社の共同出資によ 出資会社3社の出

一ト㈱ る生コンの共同生産 荷数量シェア
（有）名寄高圧コ 会社の設立。当事会 28．6％

ンクリート興業 社は新会社に営業譲

㈱真鍋コンクリ 渡。

一ト（いずれも

北海道旭川近郊

の上川北部生コ

ンクリート協同

組合の組合員）

（目的；生コンエ

場の集約化）

◎昭和電工㈱ 2社によるポリオレ 2社のポリオレフ O有力な競争者の存
日本石油化学㈱ フィン樹脂の共同生 イン事業 在

（目的；経営効 産会社の設立。2社 高密度ポリエチ O輸入の増加

率化を通じた国 はそれぞれ新会社に レン樹脂 O他社との共同生産
際競争力の強化 ポリオレフイン樹脂 販売シェア 事業の解散（予定）
等） 事業を譲渡（新会 24．3％（1位）

社；日本ポリオレフ ポリプロピレン

イン㈱） 樹脂

出資会社の他

の提携を考慮

生産能力
29．8％

⑩三井石油化学工 2社によるポリプロ 2社のポリプロピ O有力な競争者の存
業㈱ ピレン樹脂の共同生 レン樹脂 在

宇部興産㈱ 産会社の設立。2社 販売シェア O他社との共同販売
（目的；国際競 はそれぞれ新会社に 17．2％（2位） 事業の解散（予定）

争力の強化） ポリプロピレン樹脂 出資会社の他の提 O他社との共同生産

事業を譲渡（新会 携を考慮 会社に対する今後の

社；グランドポリマ 生産能力シェ 出資の取止め

一㈱） ア　43．4％

⑪日本合成ゴム㈱ 2社がABS樹脂事 ABS樹脂 O有力な競争者の存
三菱化学㈱ 業の共同生産会社を 当事会社の販売 在

（目的；国際競 設立。2社は新会社 シェア O代替商品の存在

争力の強化） にそれぞれABS樹 25．5％（1位） O他社との販売業務

418



業務提携に基づく共同出資会社と独占禁止法

脂事業の営業譲渡 AS樹脂 提携の解消

（新会社；テクノポ 当事会社の販売

リマー※）。 シェア

25．0％（2位）

⑫秩父小野田㈱ 2社が白色セメント 白色セメント ○メーカーは新会社

日本セメント㈱ の共同生産会社を設 当事会社100％ 1社となるものの、

（目的；需要減 立。2社はそれぞれ 白色系セメント 販売は各自独自に行

退への対応） 白色セメント事業を （準白色、高炉ス う

新会社に譲渡。 ラブを含む） C新規参入が容易
当事会社43．8％

⑬福地産業㈱ 生コン製造業者4社 栗野地区の生コン 04社による共同生

牧園コンクリー の共同出資による生 製造業者 産会社1社を、各出
ト㈱ コンの共同生産会社 4社→1社 資会社2社による共

栗野生コンクリ の設立。当事会社4 出荷シェア　82．4 同生産会社1社（1

一ト㈱ 社は新会社に製造を ％ 工場）とする

土佐屋生コンク 委託。

リート㈱

（鹿児島県の姶

良伊佐地区生コ

ンクリート協同

組合の組合員）

（目的；生コン

工場の集約化）

8 ⑭三井石油化学工 2社が共同出資によ 2社のシェア O競争者の存在
年
度
業㈱ り、直鎖状低密度ポ LDPE25．4％ 0新工場にっいての
住友化学工業㈱ リエチレン（LDPE） （1位） みの提携。両社の既

（目的；コスト の共同生産会社を設 L－LDPE28．3 存事業は各社独立し
競争力の強化） 立。新工場を建設す ％（1位） て行う

るに当たり提携。両 O販売は各社独自に

社の既存のLDPE 行う

の生産・販売は従来

どおり行なう（新会

社；日本エボリュー
㈱）

⑮広島ガスプロパ 5社が共同出資し、 広島当該地区 0各社独自に充填量
ン㈱ 広島県安芸郡のLP LPガス充填業 を決定

岩谷産業㈱ ガス充填所運営のた 5社計23．5 O販売価格も独自に
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出光興産㈱ めの新会社を設立。 ％（1位） 決定

興亜石油ガス㈱ 運営を委託（新会 LPガス卸売業 O共同利用者に対す
日本石油ガス㈱ 社；㈱ファミリーガ 5社計50．0％ る利用強制、差別取

（目的；新規 ス広島）。 扱いを行わない

LPガス充填所
の共同利用）

9 ⑯三井東圧化学㈱ 2社が共同出資し、 一般用ポリスチレ O競争者の存在
年
度
住友化学工業㈱ ポリスチレン事業の ン（GPPS） O他社との共同生産
（目的；コスト 新会社を設立。両社 販売数量シェア 事業の解消

競争力の確保） はそれぞれポリスチ 18．2％（2位） O新会社は生産能力
レン事業を新会社に 生産能力シェア を引き下げる

譲渡（新会社；日本 15．5％（2位）

ポリスチレン㈱）。 耐衝撃性ポリスチ

レン（HIPS）

生産設備を削減

15．5％→12．3

％の予定

10 ⑰旭化成工業㈱ 2社が共同出資し、 新会社 O有力な競争者の存
年
度
三菱化学㈱ ポリスチレン樹脂事 ポリスチレン樹 在

（目的；厳しい 業の新会社を設立。 脂 Oユーザーは購入先
経営環境におけ 2社はそれぞれ、ポ 販売数量、生 を比較的容易に変更

る収支改善） リスチレン樹脂事業 産能力シェア できる

を新会社に譲渡（新 35％（1位） O潜在的な輸入圧力

会社；エー・アン がある

ド・エムスチレン
㈱）。

⑱リンナイ㈱ 2社が共同出資し、 新会社（首都圏〉 風呂・湯沸器

㈱ガスター（東 ガス給湯器販売事業 風呂・給湯器の O需要が減少傾向、

京ガス㈱の子会 の新会社を設立。2 販売シェア 主流商品については

社） 社は、それぞれの管 約40％（1位） 有力な競争者が存在

建材メーカー、都市 瞬間式給湯器の 瞬問給湯器

ガス会社向けガス給 販売シェア ○主流商品について

湯器の販売事業を譲 約35％（1位） は有力な競争者が存

渡。 在

⑲宇部興産㈱ 2社が共同出資し、 当事会社2社の O有力な競争者の存

三菱マテリアル セメントの販売、物 セメントの販売シ 在

㈱ 流の新会社を設立 エアは25％ ○流通の特質から大

（目的；事業の （新会社；宇部三菱 本件以外に、秩 幅な価格引上げは困
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存続と競争力の セメント㈱） 父小野田㈱と日本 難

確保） セメント㈱の合併 O新会社との交換比
が行なわれ、本新 率を現行の半分にす

設会社と合併会社 る

の販売シェアは約

80％

⑳大和証券㈱ 2社が共同出資し、 両社の株式引受分 ○有力な競争者の存

㈱住友銀行 ホールセールデリバ 野　約20％ 在

（目的；大和証 ディブ部門の新会社

券による当該事 を設立。大和証券と

業部門の分社 住友キャピタルが当
化） 該事業部門を譲渡

（新会社；大和証券

エスビーキャピタル

マーケット㈱）。

11 ⑳富士通㈱ 2社が共同出資し、 O有力な競争者が当
年
度
㈱日立製作所 プラズマデイスプレ 該事業の拡大を図っ

（目的；投資負 イパネル（PDP） ている

担の軽減、経営 事業の新会社を設立。 ○代替商品の存在

資源の統合によ 2社はそれぞれ
る競争力強化） PDP事業部門を新

会社に譲渡（新会
社；富士通日立プラ

ズマディスプレイ㈱
※）

⑳住友金属工業㈱ 3社は共同出資し、 現在のシリコンウ 0将来市場への参入
三菱マテリアル 次世代300mmシリ エハーの主力 の意味を有する

㈱ コンウェハーの量産 （150mm、200 O有力な競争者が技
三菱マテリアル 技術の開発、試作品 mm） 術開発を行っている

シリコン㈱ 用生産設備の管理・ 当事会社2社30 O開発と試作品生産
運営のための新会社 ％（1位） のみの共同化

を設立。

⑳住友ゴム㈱ 2社が共同出資し、 当事会社グループ ○有力な競争者の存

日本グッドイヤ タイヤ事業の新会祉 のタイヤの販売シ 在

一㈱ 2社を設立。1社は エア 0当事会社のシェア
（目的；住友ゴ 日本ダンロップ（住 20％強（2位） 増分は僅少

ム工業と米国グ 友ゴムの子会社）と
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ッドイヤーとの

世界各地での共

同出資会社設立

方針の一環）

⑳㈱束芝

三菱電機㈱

　（目的；製造の

合理化による技

術・コスト競争

力の強化）

⑳日本電気㈱

㈱日立製作所

　（目的；経営の

効率化と競争力

の強化）

⑳ゼネラルエレク

　トリックカンパ

㈱日立製作所

㈱東芝

　（目的；合理化

による事業全体

の効率化）

日本グッドイヤーの

新車用タイヤ事業を、

他の1社は日本グッ
ドイヤーの市販用タ

イヤ事業を行なう。

このため、2社はそ

れぞれ当該事業部門

を、新設2社に譲渡。

2社が共同出資し、

大容量電動機の共同

生産会社を設立。新

会社は両社の研究開

発、設計、製造事業

を統合（販売事業は

当事会社2社がそれ
ぞれ独自に行なう）。

2社が共同出資し、

DRAM（半導体メ
モリーの主力製品）

事業に関する新会社

を設立。先ず両社の

次世代DRAMの開
発設計を統合、っい

で販売部門、生産部

門を統合する予定
（新会社；エルピー

ダメモリー※）。

3社はすでに原チ炉

用燃料（BWR）の
共同生産会社におい

て共同生産を行なっ

ているところ、さら

に販売、設計業務を

当該会社において行

う（新会社；日本ニ

ュクリア・フユエル

2社の大容量電動

機

生産金額シェア

約44％

販売金額シェア

約40％

　
ア
M
エ
A
シ
）

R
額
位

D
金
1

の
売
（

社
販
％

2
　
3
0

3社のBWRの
販売シェア

約70％（1位）

○有力な競争者の存

在

O受注・販売は各社
独自に行う

Oユーザーは購入先
を比較的容易に変更

し得る

Oユーザーの価格支
配力が強い

O有力な競争者の存
在

O海外メーカの参入
（予定）

O世界の大手パソコ
ンメーカーの購入価

格がユーザーとの価

格交渉に大きな影響

を有している

Oユーザーが海外か
らの購入を始めてい

る

O海外の供給者への
協力

Oユーザーへの技術
協力
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㈱）。

⑳古河電気工業㈱

スカイアルミニ 古河電工、昭和電工、 当事会社3社 板類

ウム㈱ 新日本製鐵3社が共 アルミニウム圧 O有力な競争者の存

（昭和電工、新 同出資し、新会社を 延品板類 在

日本製鐵の子会 設立。 販売数量シェア Oユーザーの価格交
社） 古河電工、スヵイァ 約70％（1位） 渉力が強い

ルミが行なっていた 押出類 Oユーザーは取引先

アルミニウム圧延製 販売数量シェア を容易に変更し得る

品の販売、資材調達 約40％（1位） O輸入圧力が強まる

業務を新会社に委託 ことが予想

（新会社設立後1 押出類

～2年内に製造部門 ○新会社と関係会社

についても統合を検 との間で販売活動の

討） 独立性の保持

O有力な競争者の存
在

0ユーザーは複数メ

一カーから購入して

いる

⑳協和発酵工業㈱

三菱化学㈱ 2社が共同出資し、 フタル酸系可塑剤 O有力な競争者の存
（目的；需要減 可塑剤の新会社を設 販売数量シェァ 在

少のための効率 立。当事会社2社は 30％弱（1位） Oユーザーは比較的
化・合理化） それぞれ可塑剤事業 容易に取引先を変更

の営業、製造設備を し得る

新会社に譲渡（新会 O両出資会社の販売

社1㈱ジェイ・プラ 活動の独立性の保持

ス※） ○既存工場の生産、

販売活動は各社独自

に行う

12 ⑳三菱瓦斯化学㈱ 2社が共同出資し、 2社の過酸化水素 ○新会祉も生産のみ、
年
度
日本パーオキサ 過酸化水素の共同生 生産数量シェア 販売活動は各社独自

イト㈱ 産会社を設立。既存 55％（1位） に行う

（目的；製品コ 工場の生産、販売活 販売数量シェア ○販売に関する情報

ストの引下げ） 動は引き続き各社が 50％（1位） 交換が行われない措

それぞれ行なう。 置をとる

⑳日立電線㈱ 2社が共同出資し、 2社の電力用電線 ○有力な競争者の存

住友電気工業㈱ 電力用電線事業にっ 出荷数量シェア 在
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（目的；需要の いての新会社を設立。 約40％（1位） O販売事業は各社独
減少等による効 新会社は当該事業の 自に行う

率化・合理化） 研究開発と生産事業

を行う。販売事業は

引き続き各社がそれ

ぞれ行なう。

⑳三井化学㈱ 2社が共同出資し、 2社のTDI（ウ O競争者の存在
武田薬品工業㈱ ウレタン事業にっい レタンフォームの 0国内市場で10数％
（目的；欧米企 ての新会社を設立。 原料） の量の引取権を競争

業への対抗のた 販売数量約60％ 者に提供

め、収益力強化、 弱 O輸入用タンクをユ
コスト削減〉 一ザーに提供

⑫日鉱金属㈱ 2社が共同出資し、 2社 0輸入品の割合が高
三井金属鉱業株 銅精錬関連事業の新 銅製造分野約40 い（20％）

（目的；コスト 会社を設立。2社は ％（1位） 0価格はLME価格
競争力向上によ 新会社を通して、原 銅販売分野約30 と連動

る国際競争力の 料調達、生産の受委 ％（1位） O有力な競争者の存
確保） 託を拡大、銅関連製 在

品を販売。 O大ロユーザーは複
数メーカーから購入

資料出所：公正取引委員会年次報告（平成元年度から同12年度）から筆者が作成。

注：新会社につき※印があるものは、年次報告に記載されていないため、「連結グループ年鑑一

　2002年版」（日本経済新聞社）から筆者が推定したものである。
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別表2　共同出資会社についての相談事例（主として3条後段の観点からのもの）

相談事例

①複数の住宅修繕会社による共同受発

注会社の設立

②B2B市場を利用した原材料の共同
調達を目的とする共同の調達サイト運営

会社を設立（調達サイトの取引方法はオ

ークション、カタログ販売、相対取引の

3っを用意）

③第3世代移動通信システムに係る通
信技術の規格に関する特許権の円滑なラ

イセンスを目的として、共同して新会社

（プラットホームと称する）を設立

④資材の共同調達を目的とする共同の

調達サイト運営会社を設立

公取委の考え方

出資会社のシェアが高くなることにより、料

金・サービス内容が統一され，また受注配分

することは独占禁止法上問題となる。

本件調達サイトそのものは直ちに独占禁止法

問題とはならない

製品にっいてのライセンス契約は標準のもの

以外にも当事者は自由に締結し得る。技術市

場において、競合特許は対象とされず、規格

間競争が行われる余地は小さいこと等から独

占禁止法上問題ない。

共同購入を行う場合、出資会社2社は資材購

入市場で6割のシェアを有し、かつ運営会社

の役職員は出資会社のうちの1社からの出向

であることから独占禁止法上問題となる。

資料出所：公正取引委員会事務総局「事業者の活動に関する相談事例集」（平成9年度から同12年

　　　　度）から筆者が作成。
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